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    規     則 

和歌山県規則第184号 

 和歌山県財務規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年12月24日 

                                和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県財務規則の一部を改正する規則 

 和歌山県財務規則（昭和63年和歌山県規則第28号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 

改 正 後 改 正 前

（収納の手続） （収納の手続）
第28条 指定金融機関等、出納員又は収納員は、 第28条 指定金融機関等、出納員又は収納員は、

歳入金を収納したときは、領収証書を納入者に 歳入金を収納したときは、領収証書を納入者に
交付するとともに、収納済みの旨を出納機関に 交付するとともに、収納済みの旨を出納機関に
通知し、又は報告しなければならない。ただし 通知し、又は報告しなければならない。ただし
、次の各号に掲げる歳入金については、領収証 、次の各号に掲げる歳入金については、領収証
書の交付を要しない。 書の交付を要しない。

～ 略 ～ 略(１) (４) (１) (４)
法第2 3 1条の 2 の 3 第 1 項に規定する指定 第29条の 3 第 1 項の規定により納付される(５) (５)

納付受託者（第29条の 3 及び第66条第 1 項第 自動車税の種別割の徴収金及び地方税法第37
2 号において「指定納付受託者」という。） 条の 2 第 1 項第 1 号の寄附金又は法人税法（
が法第2 3 1条の 2 の 5 第 1 項の規定により納 昭和40年法律第34号）第37条第 3 項第 1 号の
付する歳入 寄附金のうち、ふるさと和歌山応援基金条例

（平成20年和歌山県条例第42号）第 1 条に規
定する目的に賛同し寄附されるもの

～ 略 ～ 略(６) (12) (６) (12)
個人使用に係る近代美術館、博物館、紀伊 個人使用に係る近代美術館、博物館、紀伊(13) (13)

風土記の丘資料館及び自然博物館の入場料（ 風土記の丘資料館及び自然博物館の入場料
第 5 号に掲げる歳入金を除く。）
近代美術館、博物館、紀伊風土記の丘資料 近代美術館、博物館、紀伊風土記の丘資料(14) (14)

館及び自然博物館において販売する図録等の 館及び自然博物館において販売する図録等の
代金（第 5 号に掲げる歳入金を除く。） 代金
略 略(15) (15)

2 ～ 6 略 2 ～ 6 略

（指定納付受託者） （指定代理納付者による歳入の納付）
第29条の 3 第29条の 3 歳入徴収者は、法第2 3 1条の 2 第 6

項に規定する指定代理納付者（以下この条及び
第66条第 1項において「指定代理納付者」とい
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第7号）第6条の規定

による改正前の地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に

対するこの規則による改正前の和歌山県財務規則第28条第1項（第5号、第13号及び第14号に係るものに

限る。）、第29条の3及び第66条第1項（第2号に係るものに限る。）の規定の適用については、令和5年3

月31日までの間は、なお従前の例による。 

 

和歌山県規則第185号 

 和歌山県指定金融機関等事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年12月24日 

                                和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県指定金融機関等事務取扱規則の一部を改正する規則 

 和歌山県指定金融機関等事務取扱規則（平成7年和歌山県規則第87号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

う。）が提供するインターネットによる公金支
払システム及びその決済基盤を利用する納入義
務者から、令第1 5 7条の 2 第 2 項に規定する番
号、記号その他の符号を通知して、指定代理納
付者に納入義務者の歳入を納付させる申出があ
ったときは、当該歳入を当該指定代理納付者に
納付させることができる。

知事は、指定納付受託者を指定しようとする 2 知事は、指定代理納付者を指定しようとする
ときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くも ときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くも
のとする。その指定納付受託者が納付する歳入 のとする。その指定代理納付者により代理納付
（法第2 3 5条の 4 第 3 項に規定する歳入歳出外 させる歳入を変更しようとするときも同様とす
現金を含む。以下この条において「歳入等」と る。
いう。）を変更しようとするとき又は法第2 3 1
条の 2 の 7 第 1 項の規定により指定納付受託者
の指定を取り消そうとするときも同様とする。

2 知事は、指定納付受託者の指定をしたときは 3 知事は、指定代理納付者の指定をしたときは
、法第2 3 1条の 2 の 3 第 2 項及び地方自治法施 、次に掲げる事項を告示するものとする。告示
行規則第12条の 2 の 7 に規定する事項のほか、 した事項を変更するときも、同様とする。
次に掲げる事項を告示するものとする。告示し
た事項を変更するときも、同様とする。

指定代理納付者の氏名又は名称及びその住(１)
所又は主たる事務所の所在地

指定納付受託者が納付する歳入等 指定代理納付者に代理納付させる歳入(１) (２)
指定納付受託者の納付方法 指定代理納付者が代理納付の対象とする納(２) (３)

付方法

（繰替払） （繰替払）
第66条 次の各号に掲げる経費の支払については 第66条 次の各号に掲げる経費の支払については

、令第1 6 4条第 5 号の規定に基づき、出納員又 、令第1 6 4条第 5 号の規定に基づき、出納員又
は収納員をしてその収納に係る当該各号に掲げ は収納員をしてその収納に係る当該各号に掲げ
る現金を繰り替えて使用させることができる。 る現金を繰り替えて使用させることができる。

略 略(１) (１)
指定納付受託者が納付する歳入に係る手数 指定代理納付者に納付させる歳入に係る手(２) (２)

料 当該指定納付受託者が納付する収入金 数料 当該指定代理納付者が納付する収入金
2 略 2 略

改 正 後 改 正 前

（指定納付受託者が納付する自動車税の種別割 （クレジットカード納付による自動車税の種別
の収納） 割の収納）

第 9 条の 3 総括店は、地方自治法（昭和22年法 第 9 条の 3 総括店は、和歌山県財務規則第29条
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第7号）第6条の規定

による改正前の地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に

対するこの規則による改正前の和歌山県指定金融機関等事務取扱規則第9条の3の規定の適用については、

令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。 

    人事委員会規則 

和歌山県人事委員会規則第23号 

 職員の退職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年12月24日 

                          和歌山県人事委員会委員長 平 田 健 正  

   職員の退職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の退職手当の支給に関する規則（昭和42年和歌山県人事委員会規則第13号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 別記第1号様式から別記第4号様式（表面）までを次のように改める。 

 

 

律第67号。以下「法」という。）第2 3 1条の 2 の 3 の規定により指定代理納付者から代理納付
の 3 第 1 項に規定する指定納付受託者（以下こ される自動車税の種別割について、納入義務者
の条において「指定納付受託者」という。）が が指定代理納付者に納付させることによる収納
法第2 3 1条の 2 の 5 の規定により納付する自動 事務に関し別に知事が定めるところにより処理
車税の種別割について、指定納付受託者が納付 しなければならない。
することによる収納事務に関し別に知事が定め
るところにより処理しなければならない。

（過年度における歳入金の収納） （過年度における歳入金の収納）
第11条 指定金融機関等の各店舗は、毎年度、法 第11条 指定金融機関等の各店舗は、毎年度、地

第2 3 5条の 5 の規定による期日経過後、納入者 方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」と
から前年度以前の年度の記載のある納税通知書 いう。）第2 3 5条の 5 の規定による期日経過後
等により歳入金の納付を受けたときは、現年度 、納入者から前年度以前の年度の記載のある納
の歳入としてこれを収納しなければならない。 税通知書等により歳入金の納付を受けたときは

、現年度の歳入としてこれを収納しなければな
らない。

改 正 後 改 正 前

（請求の手続） （請求の手続）
第 3 条 退職者又はその遺族（以下「請求者」と 第 3 条 退職者又はその遺族（以下「請求者」と

いう。）が退職手当の支給を受けようとすると いう。）が退職手当の支給を受けようとすると
きは、退職手当請求書（別記第 1 号様式）に次 きは、請求書（別記第 1 号様式）に次の各号に
の各号に掲げる書類を添えて当該退職当時の所 掲げる書類を添えて当該退職当時の所属長（以
属長（以下「所属長」という。）を経由して退 下「所属長」という。）を経由して退職当時の
職当時の任命権者（以下「任命権者」という。 任命権者（以下「任命権者」という。）に提出
）に提出しなければならない。この場合におい しなければならない。この場合において、傷い
て、傷い疾病によりその職に堪えず退職した者 疾病によりその職に堪えず退職した者にあつて
にあっては傷い疾病の程度経過状況等を明らか は傷い疾病の程度経過状況等を明らかにする医
にする医師の診断書を、遺族にあっては戸籍謄 師の診断書を、遺族にあつては戸籍謄本その他
本その他遺族であることを証明する書類を添付 遺族であることを証明する書類を添付しなけれ
しなければならない。 ばならない。

～ 略 ～ 略(１) (４) (１) (４)
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別記第1号様式（第3条関係） 
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別記第2号様式（第9条関係） 
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別記第3号様式（第9条関係） 
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別記第3号の2様式（第9条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（3） 令和 3年 12 月 24 日（金曜日） 

－ 10 － 

別記第4号様式（第9条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 

失業者の退職手当支給台帳 

受 給 資 格 証 区 分 

□ 一 般 

□ 高年齢 

□ 特 例 

交 付 年 月 日 年   月   日 

番 号 第           号 

受 

給 

資 

格 

者 

氏 名   生年月日 年  月  日 

退職当時の所属部課(所・署)名   

退職当時の職名   退職時の職員コード番号 第       号 

住 所 又 は 居 所   

電 話 番 号   退 職 年 月 日 年  月  日 

退職時に支給した一般の退職手当等の額 円(A) 

最後の 6 か月に支払った給与の総額 円(B) 

賃 金 日 額 (B／180) 円(C) 

基 本 手 当 の 日 額 円(D) 

待 期 日 数 (A／D) 日(E) 

待 期 満 了 年 月 日 年   月   日 

基本手当
に 相 当
する退職
手 当 

日 額 ( D と 同 じ 。 ) 円 

給付日数(基準日数－E) 日 

総 額 円 

給 付 日 数 の 延 長 
延長する日数 

日 

理由 
年 月 日 

から 
年 月 日 

まで 

求 職 申 込 年 月 日 年   月   日 

公 共 職 業

訓 練 等 

受 講 開 始 年 月 日 年   月   日 

受 講 修 了 予 定 年 月 日 年   月   日 

備 考 
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 別記第5号様式を次のように改める。 
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別記第5号様式（第10条関係） 
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 別記第7号様式から別記第14号様式（表面）までを次のように改める。 
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別記第7号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本手当に相当する退職手当支給請求書 

年  月  日 

 任命権者          様 

  
退職当時の所属 

部課(所・署)名 
  

退職当時の職名           
住所又は居所           
氏 名            

 職員の退職手当の支給に関する規則第 12 条第 1項の規定により、下記のとおり基本手

当に相当する退職手当の支給を請求します。 
退 職 年 月 日 年    月    日 

待 期 日 数 日 

待期満了年月日(公共職業訓練等を受
けている者は、当該公共職業訓練等を
受け終わるべき日) 

年    月    日 

今回の支給を請求する日数及び金額 
年  月  日から 

年  月  日まで 
日分    円 

前回までに支給を受けた日数及び金額 
年  月  日から 

年  月  日まで 
日分    円 

退職手当

の支給の

方法 

1 直接払 

2 口座振込 

金融機関の名称 
    銀行    支店 

(電算コード番号     ) 

預金口座の番号 普通・当座 第           号 

3 隔地払 支 払 場 所 
  

※上記の者が 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
  日間失業していたと認められる。 

      年  月  日 

退職当時の所属長          □印  

(添付書類) 
 失業者の退職手当受給資格証 
 失業認定申告書 

 備考 

  1 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 

  2 ※印欄には記入しないこと。 
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別記第8号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 

失 業 認 定 申 告 書 

 

(該当のところへ○印を付け、必要な事柄を記載してください。) 

1 失業の認定を
受けようとする
期 間 中 に 、 就
職、就労、内職
又は手伝いをし
ましたか。 

ア した 

月 

1 2 3 4 5 6 7 

月 

1 2 3 4 5 6 7 

 就職又は就労を
した日は○印、内
職又は手伝いを
した日は×印を
右のカレンダー
に記入してくだ
さい。 

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 

イ しない 29 30 31   29 30 31   

2 内職又は手伝いをして収入を得た人
は、収入のあった日、収入額、その額が
何日分の収入かを記入してください。 

収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分 

収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分 

収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分 

3 失業の認定を受けようとする期間中に引き続いて就職先を探しましたか。 

  

ア 探した 

(1) 求職活動をどのような方法で行いましたか。 

求 職 活 動 の 方 法 活動日 利用した機関の名称 求 職 活 動 の 内 容 

(ア) 公共職業安定所による

職業相談、職業紹介等 

(イ) 職業紹介事業者による

職業相談、職業紹介等 

(ウ) 派遣元事業主による派

遣就業相談等 

(エ) 公的機関等による職業

相談、職業紹介等 

      

(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。 

事 業 所 名 、 部 署 応 募 日 応 募 方 法 職 種 応 募 の 動 機 応 募 の 結 果 

        

(ア) 知人の紹介 

(イ) 新聞広告 

(ウ) 就職情報誌 

(エ) インターネット 
(オ) その他 

  

        

(ア) 知人の紹介 

(イ) 新聞広告 

(ウ) 就職情報誌 

(エ) インターネット 
(オ) その他 

  

イ 探さなかった 
(その理由を具体的に記載してください。) 

4 今、公共職業安定

所から自分に適した

仕事が紹介されれ

ば、すぐに応じられ

ますか。 

ア 応じられる 

イ 応じられない 

応じられない理由は何ですか。 
(ア) 病気やけがなど健康上の理由 
(イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚の準備、妊娠、育児又は家事の都

合のため) 
(ウ) 就職をしたため又は就職予定があるため 
(エ) 自営業を開始したため又は自営業開始の予定があるため 
(オ) その他(                ) 

5 就職若しくは自営

業を開始した人又は

その予定のある人が

記入してください。 

ア 就職 (ア) 公共職業安定所紹介 

(イ) 地方公共団体又は職業紹介事業者

紹介 

(ウ) 自己就職 

(就職先事業所) 

  月  日より就職(予定) 

イ 自営   月  日より自営業開始(予定) 

 職員の退職手当の支給に関する規則第12条第1項の規定に基づき、上記のとおり申告します。 
      年  月  日 
 任命権者          様                     受給資格証番号(        ) 
                                     受給資格者氏名          
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(裏面) 

備考 

 1 この申告書は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするとき、必ず本人

が提出すること。 

 2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、虚偽の記

載をして提出した場合には、以後、基本手当に相当する退職手当を受けることができな

くなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付

を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがある。 

 3 1欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、

会社の役員、嘱託になった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合又は

自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであって、原則として

1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても雇用保険の被保険者となる場

合や、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない

場合は就職又は就労となる。)をいうものである。 

  なお、賃金等の報酬がなくても就職又は就労したことになるものである(無償のボラ

ンティア活動など下記4に該当するものを除く。)。 

 4 1欄及び2欄の「内職又は手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によって収

入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合、す

なわち事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、他人の仕事の手助けをして収入

を得た場合などあなたが働いた場合又はボランティア活動をした場合などで、原則とし

て1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く。)であって、「就

職」又は「就労」とはいえない程度のもの(1日の労働時間が4時間以上であっても1日当

たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合はこれに含まれることがある。)をいうも

のである。 

  なお、「内職又は手伝い」による収入を得ていない場合も1欄に記載すること。 

 5 3欄のアに○印を付けた人は、3欄の表に必要な事柄を具体的に記載すること。 

 6 3欄の(2)には、3欄の(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合

に、応募した事業所名等を記載すること。 

なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署の電話番号を

併せて記載すること。 

  また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応募した方法を具体

的に記載すること。 

 7 4欄のイの(オ)その他に○印を付けた人は、公共職業安定所が職業を紹介してもすぐ

には応じられない理由を( )の中に具体的に記載すること。 
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別記第9号様式（第13条関係） 
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別記第10号様式（第13条関係） 
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別記第11号様式（第14条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 

公共職業訓練等受講証明書 

(必ず裏面の注意事項をよく読んでから記入してください。)  

受給資格証番号   未支給区分(1 未支給、空欄 未支給以外)   

待期満了年月日    年  月  日 

支給期間 初 日    年  月  日 末 日    年  月  日 

認定日数   受講日数   通所日数   寄宿日数   

内職(労働日数、収入額)   円 就業手当支給日数  

1 受講者氏名   2 証明対象期間     年  月 

3 訓練受講職種   

4 右のカレンダーに該当する印を付けてください。 

 (1) 公共職業訓練等が行われなかった日(日・祝日等) ＝印 

 (2) 公共職業訓練等を受けなかった日のうち 

  ア 疾病又は負傷による場合            ○印 

  イ ア以外でやむを得ない理由がある場合      △印 

  ウ やむを得ない理由がない場合          ×印 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

5 特記事項   

 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。 

      年  月  日 

公共職業訓練等施設所在地               

施 設 名               

施設長職氏名            □印   

6 2の期間中に就職、就労、内職又は手伝いをしましたか。 ア した イ しない 

7 2の期間中に内職又は手伝いをして収入を得ましたか。 ア 得た イ 得ない 

8 寄宿の有無 有(                              )・無 

 上記のとおり申告します。 

      年  月  日 

受 講 者 氏 名                

受給資格証番号(           )    

 任命権者       様 

※連絡事項   

備

考 
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(裏面) 

     注 意 事 項 

 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 2 公共職業訓練等を受けなかった日がある場合は、具体的事情その他必要な事項を5欄

に記載すること。 

 3 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、虚偽の記

載をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けることができなくなるばか

りでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜら

れ、また、詐欺罪として処罰されることがある。 

 4 6欄及び7欄は、該当する記号を○で囲むこと。 

なお、6欄及び7欄においてアを○で囲んだ者は、その内容を失業認定申告書により申

告すること。 

 5 6欄及び7欄の「2の期間」は、公共職業訓練等受講開始前及び受講修了後の期間を除

くものであること。 

 6 6欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、

嘱託になった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業

を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであって、1日の労働時間が4

時間以上のもの(4時間未満であっても雇用保険の被保険者となる場合は就職又は就労

となる。)又は日雇労働者として臨時に労働したり会社の役員になったりした場合等を

いうものであること。 

  なお、賃金等の報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること。 

 7 6欄及び7欄の「内職」又は「手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によっ

て収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合

又はボランティア活動をした場合などであって、他人の仕事の手助けをした場合などあ

なたが働いた場合で、「就職」又は「就労」とはいえない程度のものをいうものである

こと。 

  なお、「内職」又は「手伝い」による収入を得ていない場合も含むものであること。 

 8 8欄には、該当するものを○で囲むこと。 

  なお、「有」を○で囲んだ者であって「別居して寄宿していない日」があるときは、

その日及び理由を( )内に記載すること。 

 9 ※印欄には、記載しないこと。 



    和歌山県報  号外（3） 令和 3年 12 月 24 日（金曜日） 

－ 21 － 

別記第12号様式（第14条関係） 
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別記第13号様式（第14条関係） 
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別記第14号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 

傷病手当に相当する退職手当支給請求書 

年  月  日  

 任命権者          様 

 

退職当時の所属               

部課(所・署)名               

退職当時の職名               

住所又は居所               

氏 名               

 

 職員の退職手当の支給に関する規則第15条第1項の規定により、下記のとおり傷病手当に相当する退職手当の支

給を請求します。 

1 健康保険の傷病手当金等の支給を受け

ることができる期間 

      年  月  日から 

      年  月  日まで 
日間 

2 傷病手当に相当する退職手当の支給を

受けようとする期間 

      年  月  日から 

      年  月  日まで 
日間 

3 内職若しく

は手伝いをし

た日又は収入

のあった日、そ

の額等 

内職又は手伝いをした日 

  月  月  月 

   日  日  日 

収入のあった日 月 日 収入額   円 何日分の収入か  日分 

収入のあった日 月 日 収入額   円 何日分の収入か  日分 

収入のあった日 月 日 収入額   円 何日分の収入か  日分 

※
診
療
担
当
医
師
の
証
明 

4 傷 病 の 名 称 及 び そ の 程 度   

5 初 診 年 月 日 年    月    日 

6 傷 病 の 経 過  年   月   日 治癒・転医・中止・継続中 

7 傷病のため職業に就くことが 

 できなかったと認められる期間 

      年  月  日から 

      年  月  日まで 
日間 

 上記のとおり証明する。 

     年  月  日 

診療機関所在地                

名 称                

医師氏名             ○印  

(添付書類) 

 失業者の退職手当受給資格証 
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 別記第15号様式から別記第17号様式（表面）までを次のように改める。 
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別記第15号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 

 

就業手当に相当する退職手当支給請求書 

年   月   日 

 任命権者          様 

  

 

退職当時の所属

部課(所・署)名 
  

退職当時の職名              

住所又は居所              

氏 名              

 

 職員の退職手当の支給に関する規則第16条第1項の規定により、下記のとおり就業手当に相当する退職手当

の支給を請求します。 

1 請 求 金 額 基本手当の日額の     日分        円 

2 請 求 者 氏 名   住所 

〒 

 

(電話     ) 

3 就職先の事業所 

所 在 地   

名 称   

事 業 の 種 類   

4 職業に就いた日

等について記載し

てください。 

 (記入に当たって

は裏面の注意事項

をよくお読みくだ

さい。) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一の雇用契約の期間が7日以上である場合 

  

ア 1週間の所定労働時間  時間  分 イ 雇用年月日    年 月 日 

ウ 雇用期間 

 

(ア)定めなし         年 月 日まで 

(イ)定めあり       (   年  か月) 

エ 支給対象期間中の就業日数   合計    日 

(2) (1)以外の就業 

  

ア 就業先の事業所等 イ 就業期間 ウ 就業日数 エ 就業内容 

    日   

    日   

    日   

    合計    日   

5 上記の記載事項に誤りのないことを証明する。 

     年   月   日 

事業主 住所又は所在地                    

氏 名                 ○印   

6 請求に係る就業について、公共職業安定所への求職の申込みの日前に雇用

の予約があったか否か 

ア 雇用の予約があった 

イ 雇用の予約はない 

7 請求に係る就業について、離職理由による給付制限期間中の最初の1か月で

ある場合に、公共職業安定所、地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介を受

けましたか。 

ア 紹介を受けた 

イ 紹介を受けていない 

 
  職業紹介事業者の名称   

(添付書類) 

 失業者の退職手当受給資格証 

次回請求日 月     日まで 
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(裏面) 

    注 意 事 項 

1 この支給請求書は、原則として、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定

日の前日までの期間。認定対象期間＝支給対象期間(就業手当に相当する退職手当))中に職業に就いた(就業

した)場合(注)、その失業の認定を受ける日(認定日＝確認日(就業手当に相当する退職手当))に失業認定申

告書と一緒に受給資格証を添えて提出すること。ただし、就職して被保険者資格を取得した場合など、その

就職以後失業の認定を受ける必要のない方については、その後の支給請求を支給対象期間ごとに行うことと

した場合の確認日から次の確認日の前日までの間に代理人又は郵送によって請求しても差し支えないこと

(この場合、「次回請求日」欄を確認の上、その日までに支給請求を行うこと。)。ただし、代理人による請

求の場合は、委任状が必要となる。 

  (注) 就業手当に相当する退職手当の支給対象となる職業に就いた(就業した)場合とは、失業認定申告書

裏面備考第3項に記載した「就職」又は「就労」に該当し、かつ、安定した職業(※)以外に就業した

場合をいう。 

    (※ここでいう「安定した職業に就いたこと」とは、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実で

あると認められる職業に就き、又は事業(その事業により受給資格者が自立することができると

任命権者が認めたものに限る。)を開始したこと」をいう。) 

     この就業手当に相当する退職手当の支給対象となる「就業」に当たるか否かについて疑問がある場

合には、任命権者に問い合わせること。 

2 請求は正しくすること。虚偽の記載をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けることがで

きなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、ま

た詐欺罪として処罰されることがある。 

3 3の「就職先の事業所」欄には、4の(1)の「一の雇用契約の期間が7日以上である場合」(注)に該当する場

合に記入すること。また、記載内容を証明する書類(雇用契約書、雇入通知書等)の写しを添付すること。 

  (注) 「一の雇用契約の期間が7日以上である場合」とは、上記1の注意書きに掲げた就業であって、7日

以上の期間について雇用契約を締結して就業する全ての場合をいうこと。 

4 事業主は、「就職して被保険者資格を取得した場合などその就職以後失業の認定の必要のない方」であっ

て、郵送又は代理人による請求が認められる場合について、3及び4の(1)欄の記載内容の証明を行うこと。

この場合、事業主が虚偽の証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還

と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがある。 

5 4の(2)欄には、4の(1)欄に該当する就業以外の全ての就業について以下の要領で記入すること。 

  「ア 就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等(自宅であれば「自宅」と記載。自営準備活動を行っ

た場合など特定できないものは記載不要)とその電話番号(自宅の場合は記載不要)を記入すること。 

  「イ 就業期間」欄には、その就業した日について「ア 就業先の事業所等」ごとに全て記入すること(記

入例：「5月12日から5月15日まで」を雇用契約期間として就業した場合は、「5／12～5／15」と記入。「5月1

日、5月4日、5月10日」の日ごとに就業した場合は、「5／1、5／4、5／10」と記入)。 

  「ウ 就業日数」欄には、「ア 就業先の事業所等」ごとに就業した日数の合計を記入し、「合計」欄には

支給対象期間中の就業日数の合計を記入すること。 

  「エ 就業内容」欄には、その就業の具体的な内容を簡潔に記入すること。 

6 この支給請求書には、就業したことを証明する給与明細書などの資料の写しを添付すること。 

7 6欄は、雇用契約を締結して就業する場合に該当するものを○で囲むこと。 

8 7欄は、離職理由による給付制限を受けている場合には、その期間中の最初の1か月間について該当するも

のを○で囲むこと。この場合、請求に係る就業について、職業紹介事業者から紹介を受けて就業したもので

あるときには、その職業紹介事業者の名称と電話番号を記入すること。 

  なお、「地方公共団体」とは、職業安定法の規定に基づき職業紹介事業を行う地方公共団体のことをいい、

「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う

者のことをいう。 
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別記第15号の2様式（第16条関係） 
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別記第15号の3様式（第16条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 

就業促進定着手当に相当する退職手当支給請求書 

年  月  日 

 任命権者        様 

  

退職当時の所属

部課(所・署)名 

退職当時の職名 

住所又は居所 

氏 名   

 職員の退職手当の支給に関する規則第16条第1項の規定により、下記のとおり就業促進定着手当に

相当する退職手当の支給を請求します。 

1 請 求 者 氏 名   住所 

〒 

 

(電話       ) 

2 就職先の事業所 
所 在 地   

名 称   

3 1週間の所定労働時間 時間 分 4 求人申込み時等に明示した賃金額(月額) 万 千円 

5 雇用期間中の賃金支払状況 

①賃金支払対象期間 ② 

①の

基礎

日数 

③賃金額 ④備考 

A B 計 

月 日～ 月 日         

  

月 日～ 月 日         

月 日～ 月 日         

月 日～ 月 日         

月 日～ 月 日         

月 日～ 月 日         

月 日～ 月 日         

就職年月日～ 月 日         

6 上記の記載事項に誤りのないことを証明する。 

     年   月   日 

事業主 住所又は所在地                 

氏 名               ○印  

(添付書類) 

 失業者の退職手当受給資格証 
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(裏面) 

備考 

 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 2 この支給請求書は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算して6か月に至っ

た日の翌日から起算して2か月以内に、失業者の退職手当受給資格証を添えて任命権者に提出するこ

と。 

 3 請求者にあっては1欄、当該請求者を雇用した事業主にあっては2欄から6欄までをそれぞれ記載す

ること。 

 4 請求は正しくすること。虚偽の記載をして提出した場合には、以後失業者の退職手当を受けるこ

とができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付

を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがある。 

 5 事業主の記載事項の記載について 

  (1) 3欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から6か月に至った時点における1

週間の所定労働時間を記載すること。 

  (2) 4欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、請求者に対して明示した賃金額(月額)を記

載すること。 

  (3) 5欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から最初に到達する賃金締切日

(賃金締切日が1暦月中に2回以上ある者については各暦月の末日に最も近い賃金締切日を、日々

賃金が支払われる者等定められた賃金締切日がない者については暦月の末日をいう。以下同

じ。)まで、及び各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間ごとにそれぞれ記載するこ

と。 

  (4) 6欄において、2欄から5欄までの記載事項の証明を行うこと。 

 6 事業主が虚偽の証明をした場合には、不正に受給した者と連帯として、不正に受給した金額の返

還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがある。 
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別記第16号様式（第16条関係） 
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別記第17号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (表面) 

移 転 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 支 給 請 求 書 

年  月  日    

 任命権者             様 

退職当時の所属           

部課(所・署)名           

退職当時の職名           

住所又は居所           

氏 名           

  職員の退職手当の支給に関する規則第16条第1項の規定により、下記のとおり移転費に相当する退職手当の支給を請求します。 

1 請 求 者 

氏 名 
  

受給資格証番号 
  

移転前の住所又は居所 
  

移転後の住所又は居所 
  

2 就職先の事業所 

所 在 地 
  

名 称 
  

3 就職決定年月日  年  月  日 ※ 雇 用 期 間 
  

4 受講する公共職

業訓練等の施設 

所 在 地 
  

名 称 
  

5 特定地方公共団体
又は職業紹介事業
者の紹介による就
職の場合、その所
在地及び名称 

所 在 地 
  

名 称 
  

6 受講指示年月日  年  月  日 7 受講開始年月日 年 月 日   8 受講修了予定年月日 年 月 日  

9 移転開始予定年

月日 
 年  月  日 

10 乗車(船)の場所 

 (出 発 空 港) 

  11 下車(船)の場所 

(到 着 空 港) 

  

12 移転する者

の氏名 

13 生年

月日 

14 続

柄 

※鉄 道 賃 ※船 賃 ※航 空 賃 ※車 賃 ※移 転 料 
※着後

手当 ※計 

(円) 距離 

(km) 

運 賃 

(円) 

急行料

金(円) 

計 

(円) 

距離 

(km) 

運 賃 

(円) 

距離 

(km) 

運 賃 

(円) 

距離 

(km) 

支給額 

(円) 

距離 

(km) 

支給額 

(円) 

支給額 

(円) 

本 人                                 

家

 

 

族 

                            

                            

                            

                            

                            

※ 合 計                               

  
※ 就職先の事業主から支給される就職支度金の額 円  

※ 差 引 支 給 額 円  

  

(添付書類) 

 □ 失業者の退職手当受給資格証 

 □ 失業者の退職手当高年齢受給資格証 

 □ 失業者の退職手当特例受給資格証 
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 別記第18号様式及び別記第18号の2様式（表面）を次のように改める。 
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別記第18号様式（第16条関係） 
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別記第18号の2様式（第16条関係） 
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 別記第18号の3様式から別記第21号様式（表面）までを次のように改める。 
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別記第18号の3様式（第16条関係） 
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(裏面) 

注意事項 

 1 この請求書は、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定日の前日ま

での期間。認定対象期間＝支給対象期間(求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職

手当))中に、求人者との面接等をするため、又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するために

保育等サービスを利用した場合、その失業の認定を受ける日(認定日＝確認日(求職活動支援費(求職

活動関係役務利用費)に相当する退職手当))に、失業者の退職手当受給資格証、失業者の退職手当高

年齢受給資格証又は失業者の退職手当特例受給資格証に下記の確認書類を添付して、請求者本人が任

命権者に提出すること。ただし、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がこの請求書を提出する場合

にあっては、当該求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当の支給に係る保育等

サービスを利用した日の翌日から起算して4か月以内に行うこと。 

 2 請求書に添付すべき確認書類は次のとおりであるが、これらの確認書類と請求書の内容が異なる

場合は、支給決定を行うことができないため、保育等サービス事業者より(1)、(2)及び(3)の交付が

あった際には、その内容をよく確認し、事実と異なる場合は、保育等サービス事業者に対して修正を

依頼すること。 

  (1) 保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る「領収書」又は「契約書」 

    保育等サービス費用の支払をクレジット会社を介したクレジット契約により行う場合は、保

育等サービス事業者の発行する「クレジット契約証明書」(必要事項を保育等サービス事業者が

付記したクレジット伝票でもよい。)、保育等サービス事業者に対する分割払等のために「領収

書」等が複数枚にわたるときはその全てを提出すること。 

  (2) 事業主の証明を受けた「面接証明書」又は求職活動関係役務利用費対象訓練を実施する者の

発行する求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類(「教育

訓練修了証明書」など) 

  (3) 保育等サービス費用について、求人者、地方公共団体その他の者から補助を受けた場合はそ

の額を証明する書類 

 3 請求書の記載について 

  (1) 「保育等サービス」欄の保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数については、利

用する保育等サービスの全ての利用日及び利用日数を記載すること。ただし、保育等サービス

であって、求職活動のために利用するものではないものは、記載しないこと。 

  (2) 「保育等サービス」欄の保育等サービス利用期間内の求職活動実施日及び保育等サービス利

用期間内の求職活動実施日数については、保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数

に記載した利用日及び利用日数のうち、支給対象期間中に求職活動を実施した日及び日数を記

載すること。 

  (3) 「保育等サービス」欄の保育等サービス名については、以下の区分に該当する番号を記載す

ること。 

01 認可保育所で行う保育 

02 認可幼稚園で行う保育 

03 認定子ども園で行う保育 

04 小規模保育 

05 家庭的保育 

06 居宅訪問型保育 

07 事業所内保育 

08 一時預かり事業 

09 子育て短期事業 

10 子育て援助活動支援事業 

(ファミリー・サポート・センター

事業) 

11 延長保育事業 

12 病児保育事業 

13 放課後児童クラブ 

14 その他の保育等サービス 

(認可外保育施設が行う保育等) 

  (4) 費用(自己負担分)の額は、保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る「領

収書」(又は「クレジット契約証明書」)の額と同一額となっていることを確認すること。 

  (5) ※印の欄には記載しないこと。 
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別記第19号様式（第19条関係） 
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別記第20号様式（第19条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（3） 令和 3年 12 月 24 日（金曜日） 

－ 42 － 

別記第21号様式（第19条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 
高 年 齢 受 給 資 格 者 失 業 認 定 申 告 書 

 
(該当のところへ○印を付け、必要な事柄を記載してください。) 

1 失業の認定を

受けようとする

期間中に、就職

又は就労をしま

したか。 

ア した 就職又は就労をした人は、した月日を記載してください。 

イ しない 

2 失業の認定を受けようとする期間中に引き続いて就職先を探しましたか。 

  

ア 探した 

(1) 求職活動をどのような方法で行いましたか。 

求職活動の方法 活動日 利用した機関の名称 求職活動の内容 

(ア) 公共職業安定所による 
職業相談、職業紹介等 

      

(イ) 職業紹介事業者による 
職業相談、職業紹介等 

(ウ) 派遣元事業主による派 
遣就業相談等 

(エ) 公的機関等による職業 
相談、職業紹介等 

(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してく
ださい。 

事業所名、部署 応募日 応募方法 職種 応募の動機 応募の結果 

        

(ア) 知人の紹介 
(イ) 新聞広告 
(ウ) 就職情報誌 
(エ) インターネット 
(オ) その他 

  

        

(ア) 知人の紹介 
(イ) 新聞広告 
(ウ) 就職情報誌 
(エ) インターネット 
(オ) その他 

  

イ 探さな
 かった 

(その理由を具体的に記載してください。) 

3 今、公共職
業安定所から
自分に適した
仕事が紹介さ
れれば、すぐ
に応じられま
すか。 

ア 応じられる 
イ 応じられない 

応じられない理由は何ですか。 
(ア) 病気やけがなど健康上の理由 
(イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚の準備、妊娠、育児又 

は家事の都合のため) 
(ウ) 就職をしたため又は就職予定があるため 
(エ) 自営業を開始したため又は自営業開始の予定があるため 
(オ) その他(                ) 

4 就職若しく
は自営業を開
始した人又は
その予定のあ
る人が記入し
てください。 

ア 就職 

(ア) 公共職業安定所紹介 
(イ) 地方公共団体又は職業 

紹介事業者紹介 
(ウ) 自己就職 

(就職先事業所) 

  月  日より就職(予定) 

イ 自営 
  月  日より自営業開始 

(予定) 

職員の退職手当の支給に関する規則第19条第1項において準用する同規則第12条第1項の規定により、上記のと
おり申告します。 
      年  月  日 

高年齢受給資格証番号(       )     
高年齢受給資格者氏名             

 任命権者 
                  様 
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 別記第22号様式から別記第24号様式（表面）までを次のように改める。 
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別記第22号様式（第19条関係） 
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別記第23号様式（第19条関係） 
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別記第24号様式（第19条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表面) 
特 例 受 給 資 格 者 失 業 認 定 申 告 書 

 
 

(該当のところへ○印を付け、必要な事柄を記載してください。) 
1 失業の認定
を受けようと
する期間中に、
就職又は就労
をしましたか。 

ア した 就職又は就労をした人は、した月日を記載してください。 

イ しない 

2 失業の認定
を受けようと
す る 期 間 中
に、就職先を
探 し ま し た
か。 

ア 探した どのような方法で探しましたか。 

(ア) 公共職業安定所による職業相談、職業紹介等 

(イ) 職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等 

(ウ) 派遣元事業主による派遣就業相談等 

(エ) 公的機関等による職業相談、職業紹介等 

(オ) 知人の紹介による求人への応募 

(カ) 新聞広告による求人への応募 

(キ) 就職情報誌による求人への応募 

(ク) インターネットによる求人への応募 
(ケ) その他(                  ) 

イ 探さな
かった 

(その理由を具体的に記載してください。) 

3 今、公共職
業安定所から
自分に適した
仕事が紹介さ
れれば、すぐ
に応じられま
すか。 

ア 応じら
れる 

応じられない理由は何ですか。 
(ア) 病気やけがなど健康上の理由 
(イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚の準備、妊娠、育

児又は家事の都合のため) 
(ウ) 就職をしたため又は就職予定があるため 
(エ) 自営業を開始したため又は自営業開始の予定があるため 
(オ) その他(                ) 

イ 応じら
れない 

4 就職若しく
は自営業を開
始した人又は
その予定のあ
る人が記入し
てください。 

ア 就職 (ア) 公共職業安定所
紹介 

(イ) 地方公共団体又
は職業紹介事業者
紹介 

(ウ) 自己就職 

(就職先事業所) 

  月  日より就職
(予定) 

イ 自営 
  月  日より自営
業開始(予定) 

職員の退職手当の支給に関する規則第19条第2項において準用する同規則第12条第1項の規定によ
り、上記のとおり申告します。 
      年  月  日 

特例受給資格証番号(       )     
特例受給資格者氏名             

 任命権者 
                  様 

 



    和歌山県報  号外（3） 令和 3年 12 月 24 日（金曜日） 
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支

給に関する規則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則に

よる改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。 

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ

とができる。 

    公安委員会規則 

和歌山県公安委員会規則第18号 

 和歌山県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

を次のように定める。 

  令和3年12月24日 

                          和歌山県公安委員会委員長 竹 田 純 久  

   和歌山県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する

規則 

 和歌山県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成17年和歌山県公

安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   附 則 

 この規則は、令和4年1月4日から施行する。 

改 正 後 改 正 前

別表（第 3 条関係） 別表（第 3条関係）

法令等名 規定 法令等名 規定

略 略

和歌山県道路交通法施行細則（ 第 8条第 1 和歌山県道路交通法施行細則（ 第 8条第 1
昭和47年和歌山県公安委員会規 項並びに第 昭和47年和歌山県公安委員会規 項
則第 9 号） 13条第 1項 則第 9 号）

及び第 2項

略 略 略 略
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